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国民健康保険料の賦課限度額の改定について 

【諮問事項】 
 

 





： ６３万円 ⇒ ６５万円
： １９万円 ⇒ ２０万円
： １７万円 ⇒ １７万円

＜医療分＞

＜後期高齢者支援分＞

　国においては，令和４年度から医療分保険料の賦課限度額を現行の６３万円から
６５万円に，後期高齢者支援分保険料の賦課限度額を現行の１９万円から２０万円
とする政令改正が予定されている。
　本市においても，中間所得者層の負担軽減の観点から，政令改正に合わせて，下
表のとおり改定することとしたい。

賦課限度額（保険料最高限度額）

現行 改定後 増△減

６３万円 ６５万円 ＋２万円

後期高齢者支援分 １９万円 ２０万円 ＋１万円

国民健康保険料の賦課限度額の改定について

介  　護  　分 １７万円 １７万円 ０万円

合    　　　　計 ９９万円 １０２万円 ＋３万円

医  　療  　分

■賦課限度額

２割軽減５割軽減７割軽減

中間所得者層の被保険者の保険料負担を緩和

医 療 分
後期高齢者支援分
介 護 分

応益割のみ
世帯

（9.8万世帯）

負担緩和世帯

（9.5万世帯）

負担増加世帯

（0.4万世帯）

応益割のみ
世帯

負担緩和世帯 負担増加世帯

（9.7万世帯）（9.8万世帯） （0.2万世帯）

（
保
険
料
）

（所得）

改定の概要

イメージ図



　※国基準に合わせて，本市国保の賦課限度額も改定している。

京都市国民健康保険料賦課限度額の推移

（単位：万円）
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